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【略歴】
■旭化成（株）、旭化成ホームズ（株）で住宅

営業、工事店協力会事務局長等担当
■現在、企業の人事労務の相談、建設業に関す

る経営全般に関するアドバイスを行う

【役職】
■低住協一人親方団体会長
■一人親方団体建設業安全協議会会長

主な業務内容
■企画、コンサルティング

・就業規則、労使協定の提案
 ・働き方改革提案、労働時間・賃金制度提案

    ・労務コンサルティング、助成金提案

   ■建設業関連
   ・建設業許可申請、建設キャリアアップ登録

   ■講演、研修
   ・労務管理研修、安全研修、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修等講師

 東京都働き方改革促進事業専門家

所在地 〒190-0022     東京都立川市錦町1-8-14鈴木ビル202号
事務所名 林社会保険労務士事務所・行政書士事務所
電話 042-595-6890
FAX   042-595-6895
電子ﾒｰﾙ      hiro.hayashi@hayashi-sr.net
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ    https://hayashisr.com/ 



１．建設業の雇用の現状

２．今後の建設業就業者の見通し

３．建設就業者のメンタルヘルスについて

４．増加する外国人の雇用と安全推進

５．増加する高年齢者の雇用と安全推進
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本日の説明内容



建設業の現状
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1．建設業の現状
・一人親方減少（約２～3割減、大手による労働者化・若手を社員で採用

高齢化による廃業、インボイスによる労働者化）
・労働者の採用、定着が難しい

高校回り、手紙４００通、犯罪者採用（支援）、HP作成等
・外国人労働者増加

技能実習生、特定技能１号・２号、技・人・国、配偶者日本人
・熱中症対策、建設小町、DX化、働き方改革、週休２日制
・建設業許可取得会社増加

500万円以上受注、信頼、元請強制、外国人雇入時必要
売上カバー、社労士業務との関連性あり

・人手不足 建設業法改定（現場技術者兼務の緩和等）
・建設キャリアアップ登録（元請からの強制、外国人雇入時必要）

林社会保険労務士事務所



林社会保険労務士事務所 4

建設業の就業人口の推移と今後の見込み

建設業就業者数（R6） 技能労働者数（R６） 年齢層（R6）

６０歳以上２５,８％

４７７万人 ３００万人 ５５歳以上３６,９％

ピーク時比▲30％ ピーク時比▲3５％ ２９歳以下１１,７％

　建設業の２０３０年問題

　　６０歳以上の年齢層の大量離職が予想される一方、若年者の就業者が増加しないことが予想され

　　建設業の人材不足が問題化してきます。
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人材多様化に伴う安全対策、技術継承が課題

今後の見込みと対応方法

高齢者活用

林社会保険労務士事務所

過労・メンタル対策
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脳・心臓疾患、精神障害による労災

・主に50～59歳・60歳代での発症が

多数

・支給決定の多くが「1か月あたり80～

120時間超の残業」水準

・発症要因：長時間労働＋不規則勤

務・夜勤

精神障
害の認
定基準

脳・
心臓
疾患

過大な責任、ノルマ、仕事量の増大、パワハラ等が原因

高年齢者が多い 全年齢層建設業：請求12%、決定8％ 建設業：請求5％、決定8％



メンタルヘルス対策の重要性
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建設業におけるメンタルヘルス対策

9林社会保険労務士事務所

建設業就業者がメンタルを病む原因

１．長時間労働と過重な業務負担

２．工期プレッシャーと事故リスク

３．現場特有の環境ストレス

　　　・暑い、寒い、騒音

４．人材不足と離職の悪循環

５．メンタル対策の遅れ・形骸化

解決策

１．労働時間の適正化と工期の見直し

２．メンタルヘルス計画と体制づくり

　　　・トップ指示、相談窓口つくり

３．就業者へのメンタルヘルス教育

４．管理職・職長への教育

　　　・ハラスメント防止、コミュニケーション方法

５．外部資源の活用

視点 具体的な工夫 ねらい

日々のミーティング 作業前KYと合わせて体調・気分確認 不調の早期発見

作業計画 無理な残業前提の工程を避ける 慢性疲労防止

休憩環境 日陰・空調・防寒等を整える 人体負担の軽減

情報共有 不具合事例や成功事例等共有 若手の不安軽減

相談窓口 事務所等に連絡先を掲示 相談のハードル軽減

日常的に行うべき対策

50人未満の事業場もストレスチエックを義務付け、2028年4月から施行予定



４つのメンタルヘルスケア

林社会保険労務士事務所 10

職場の仲間、管理監督者

個
人
情
報
保
護
へ
の
配
慮

管理者の声かけ、話をきいてくれる職場



心理的安全性のある職場作り
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外国人の就労資格・在留期間を確認しよう
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出入国在留管理庁のHPで
・「在留カード等読取アプリ」
・「在留カード等番号失効情報照会」
により、偽造や失効を確認



在留カードの改正
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外国人：不法就労を防ごう

林社会保険労務士事務所 14

５年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金（又はその併科）に変更



建設業に就業できる在留資格
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項目
技能実習（現行）

(2030/3/31廃止）

育成就労

（2027/4/1～）
特定技能  技・人・国

永住者・日本人の配偶

者等・永住者の配偶者

等・定住者

主な目的 国際協力（技術移転） 人材確保・人材育成 即戦力の人材確保 技術・知識を要する業務 永住・定住

位置づけ 入口（学びの場）
特定技能1号への育成

枠（実務）
実務を担うプロ

専門的能力発揮

（現場作業不可）
永住・定住

転籍（転職） 原則不可 一定制限下で可能 可能（同一分野） 可能（同一分野） －

在留期間 最長5年 原則3年

1号：通算5年（１年、

６カ月）

2号：無制限

5年、３年、１年、３月
無期限・5年、３年、

１年、6月

家族の帯同 不可 不可
1号：不可 / 2号：可

能
可能 －

日本語能力
入国時は不問

（職種による）
入国時：A1相当 入国時：A2相当 N2以上必要な場合も －

資格外活動許可を受けいている場合：週２８時間以内はOK



建設業の育成就労と特定技能
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受入れ見込数



外国人の建設技能者（技能実習・育成就労・特定技能）
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技能実習制度から育成就労制度へ
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特定技能の採用の流れ
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建設業の特定技能の受入枠76,000人中49,300人を受入（2025年12月、残り35％）



特定技能の採用の手続き①
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（注）日本人と同じレベルの能力者は同じ賃金に



特定技能の採用の手続き➁
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外国人：実際の対応事例
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１．犯罪・逃亡等の問題
・技能実習生が薬物違反で逮捕。逃亡事例多い。同国人のコミュニティあり。
・ギャンブル依存による給料前借り、再度貸してほしい（うその理由）、無断欠勤

２．メンタル
・一社に一人の場合や、試験で合格して始めて日本に来る場合のメンタル問題

３．習慣の問題
・イレズミ、ナイフ所持、ごみ処理、騒音

４．優良外国人
・日本人以上に向上心あり優秀な者も、母国へ多額送金する等（兼業に注意）

５．労務管理
・監理団体によるチエックあり。36協定の届出、残業代の支払い等適正処理要
監理団体の知識誤りも多いので注意

（注）技能実習生は、ばらつきがある。特定技能は、技能実習生より安定が期待される。

林社会保険労務士事務所



外国人：転職した外国人を採用する場合の対応方法
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転職する場合、在留資格範囲内と思われる場合は、契約機関に関する届出を提出すればよいが。



外国人の建設業の労災
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作業分類別労災

「墜転落」の起因物別災害発生数

「工具（切れ・こすれ）」の起因物別災害発生数 

◆工具に関する「切れ、こすれ」災害が多い。 また、「切れ、こすれ」災害の
うち、「釘打ち機」、「丸のこ」、「手工具」等の工具 類に関する災害多い。

◆工具の扱いそのものに慣れていない、工具 そのものを見たことがない外国
人労働者に対して、工具の構造、使用方法等の基 本的な事項に関する
安全衛生教育が求められる。 



外国人の安全対策
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母国語、多言語表示

（注）「職場の安全サイト」、厚労省のHP、各種団体のHP等参考に



高年齢者の労働災害発生率
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高年齢者の労働災害の特徴
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男性は、墜落・転落も目立つ
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高年齢者の労災発生原因となる身体機能低下



高齢者の身体機能低下と現場環境
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高齢者の注意すべき疾病：脳卒中
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脱水の影響大

林社会保険労務士事務所

・現場で倒れる：高所作業中脳卒中で転落の危険性 労災適用は？ ・温度差が多い現場で起きやすい
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糖尿病は病気だと認識しにくいため、治療をしない、継続しない人が多数います。突然、現場で脳梗塞で
倒れたり、低血糖で倒れたりする場合があります。

高齢者の注意すべき疾病：糖尿病



高齢者対策の必要性

32林社会保険労務士事務所



高年齢者の労働災害防止のための措置の努力義務：新設条文

33林社会保険労務士事務所

第 62条（中高年齢者等についての配慮） 

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者につい

ては、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。 

 

第 62条の 2（高年齢者の労働災害防止のための措置） 

事業者は、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、

作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

２厚生労働大臣は、前項の事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必

要な指針を公表するものとする。 

３厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うこと

ができる。 

 

第 69条（健康教育等） 

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要

な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 

 

第 70条（体育活動等についての便宜供与等） 

事業者は、前条第 1項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエ

ーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。 



高年齢労働者の労働災害防止のための措置の努力義務
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１.事業者が講ずべき措置
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事業者の具体的取組

36林社会保険労務士事務所



事業者が行うべき事項のチエックリスト
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2.職場環境の改善

38林社会保険労務士事務所

改善例ハード面の改善

項目 目的 内容

重量物取り扱い 腰部への過剰な負担を避ける 台車・リフト・補助具の導入、最大取扱

重量の設定

高所作業 墜落リスクを高める要因の除去 バランス測定後の配置判断、安全帯の常

時着用徹底

炎天下の屋外作業 熱中症リスクの増大への対応 作業時間の短縮、休憩頻度の増加、冷

却ベスト導入

夜間・薄暮作業 視力低下による事故リスクへの対応 照明の増強、高視認性反射ベストの着

用

ソフト面の改善

項目 目的 内容

1日の連続作業時間

を短くする

疲労の蓄積を防ぐ 定期的な休憩の義務化（1時間に1回

程度）

日ごとの作業時間の

調整

疲労の蓄積を防ぐ
短時間勤務・隔日勤務・交代制

水分・塩分補給 熱中症を防ぐ 休憩を多くし、水分・塩分補給を多くする

若手と組んで仕事する 高年齢者補助
高年齢者同士や高年齢者の単独作業を

禁止し、必ず若手と組んで仕事する



３.健康や体力の状況把握と保持増進

39林社会保険労務士事務所

生活習慣病予防、健康維持・体調管理
ストレス管理なども併せて推進



高年齢労働者の身体機能チエック
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４.高年齢者の健康や体力に応じた対応（セーフティ・ループ）
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高所作業等危険作業の
禁止、安全対策等も
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高齢者の就労への配慮

安全配慮義務違反にならないような対応が必要 民事賠償請求の可能性も
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認識のギャップを埋める

自身の身体機能低下が労災リス
クにつながることを客観的に認識
させる。

ケガの重篤化しやすさの認識

骨折しやすくなること、回復までの
期間が長期化しやすくなることを
認識させる。

疾病による現場でのリスクの認識

現場で疾病起因による労災発生や
疾病により倒れる可能性が多くなる
ことを認識させる

５.高年齢者の安全教育



高年齢労働者の安全と健康確保

44林社会保険労務士事務所

高年齢者の安全対策が、企業の今後の経営にもかかわることになるので、積極的対応が重要



エイジフレンドリー補助金の活用

45林社会保険労務士事務所



まとめ
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１．建設業の担い手（就業者）は多様化する。
それぞれの特性に合わせた安全対策が必要

２．心理的安全性のある職場を作り、メンタルの問題
を防ぎ、生産性の高い、安全な職場にしていこう

３．外国人の採用も検討が必要。採用による労務管理
や安全対策への対応も検討していこう

４．高年齢者の弱点に合わせた安全対策が重要。法改
正への対応を行おう



ご相談ください
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事業所名（氏名）

所在地 〒

電子メール

ＴＥＬ                   （            ）

ＦＡＸ                   （            ）

相談内容を

ご記入ください

労災保険に関する件、外国人雇入れに関する件、働き方改革に関する件、採用・定着に関する
件、建設業許可に関する件等に関するご相談がありましたら、下記までご連絡ください。

メール：hiro.hayashi@hayashi-sr.net
ＦＡＸ：042-595-6895 電話：042-595-6890

下記内容をご連絡ください。

mailto:hiro.Hayashi@hayashi-sr.net
mailto:hiro.Hayashi@hayashi-sr.net
mailto:hiro.Hayashi@hayashi-sr.net
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